
平成24年３月橋本市議会定例会会議録（第５号）その２ 

平成24年３月８日（木） 

                                          

（午前９時30分 開議）  日程第２ 議案第29号 橋本市産業振興基

本条例について ○議長（井上勝彦君）皆さん、おはようござ

います。 ○議長（井上勝彦君）日程第２ 議案第29号

橋本市産業振興基本条例について を議題と

いたします。 

 ただ今の出席議員数は22人で全員でありま

す。 

                      これより質疑を行います。質疑ありません

か。 ○議長（井上勝彦君）これより本日の会議を

開きます。  ３番 富岡君。 

                     ○３番（富岡清彦君）条例案の１箇所、非常

に気になる部分があるんです。具体的に申し

上げますと、議案の２ページなんですが、第

３条第２項第１号のところで、「商業について

は、商店街と大規模小売店舗との協調による

活性化を推進するとともに」云々と書かれて

いるんですが、私の認識では、小売商店がど

んどん廃業に追い込まれているというか、や

っぱり大規模小売店舗の進出というのが非常

に大きいというふうに思うんですけれども、

大規模小売店舗と小規模小売店舗といいます

か、いわゆる地元の商売屋さんとが協調して

活性化をしていくんだという、これはどのよ

うなイメージを部長、されているのか。非常

に相矛盾する内容ではないかと思うんですが、

もう少しイメージといいますか、できるだけ

具体的なイメージを示してください。 

○議長（井上勝彦君）この際、報告いたしま

す。今回提出された請願は、お手元に配付の

請願文書表のとおり２件であります。これを

会議規則第134条の規定により、請願第４号 

消費税大増税反対に関する意見書提出を求め

る請願について は、総務委員会に、請願第

５号 子ども・子育て新システム導入に反対

し、現行保育制度の拡充を求める意見書提出

を求める請願について は、文教厚生委員会

に、それぞれ付託いたします。 

 次に、監査委員から平成24年２月28日付橋

監委第62号をもって平成23年度随時監査実施

報告書、同じく平成24年２月28日付橋監委第

63号をもって平成23年度第二次定期監査実施

報告書の提出がありましたので、この写しを

配付いたしております。 

 以上で報告を終わります。 ○議長（井上勝彦君）経済部長。 

                     ○経済部長（岡松克行君）ただ今のご質問に

お答えをさせていただきたいと思います。  日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（井上勝彦君）これより日程に入り、

日程第１ 会議録署名議員の指名 を行いま

す。 

 確かに、大規模店舗等の進出によりまして、

小売店舗についてはダメージを受けていると

ころもあると思います。その中で、市内に大

規模店舗が来るのによりまして、そこの中の

地域の核となり、そこがにぎわいの場の交流

となった場合に、市民の日常生活の利便性の

向上の中で、商店街も同じく再生になってい

 本日の会議録署名議員は、会議規則第81条

の規定により、議長において３番 富岡君、

８番 中西君の２人を指名いたします。 
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こうかということの中で、大規模店舗と小規

模、例えば小売店舗の協調による活性化とい

うことの中で位置付けをさせていただいてお

ります。 

○議長（井上勝彦君）３番 富岡君。 

○３番（富岡清彦君）ちょっと、すんません。 

 大規模店舗も来ることで、何か市民がにぎ

わうと。そのおこぼれというか、おこぼれと

いうたら表現悪いな。にぎわいによってとい

う、ちょっとその辺が理解しにくいんですけ

どね。多くの小売店の方は、やっぱり大規模

な店舗が来ることで大きな影響を受けている

というふうに、皆さんこもごもおっしゃって

るので、もう一度お願いします。 

○議長（井上勝彦君）経済部長。 

○経済部長（岡松克行君）すいません。ご説

明が不十分であったと思います。 

 私が考えますのは、大規模店舗が来ること

によって、その地域も活性化になると考えま

す。その中で、人が寄ってくるということの

中で、商店街等についても活性化につながる

と思います。 

 一つの例としまして、私、旧高野口町のと

きに大規模店舗の進出がございました。その

ときに、そのはたの小売店舗について、私も

よく行く小売店舗ですけども、そこのダメー

ジはどうですかということを聞かせていただ

いたときに、人が寄ってくることによりまし

て、地域も活性化になりということで聞いて

おりますので、そういう意味合いでご答弁申

し上げましたので、ご理解よろしくお願いし

ます。 

○議長（井上勝彦君）ほかにありませんか。 

 ７番 松浦君。 

○７番（松浦健次君）第２条の第２号、「商店

街、市内において、小売業、飲食業、サービ

ス業等を営む店舗が集積している地域をい

う。」と。だいたいどういう規模の、何軒ぐら

いあるとか、商店街というのはどんなものか

ということをイメージしておられるんですか。 

○議長（井上勝彦君）経済部長。 

○経済部長（岡松克行君）商店街の定義付け

ですけども、一応、一つのいろんな小売業が

連なっている、例えば小売業、ここにも書か

せていただいておりますけども、小売業とか

飲食業、サービス業等が一つの道路沿いにつ

ながっている商店街ということの中の位置付

けと考えております。ちょっと答弁になって

おるかどうかわかりませんけども、確かに今、

商店街については衰退化するところもありま

すけども、そういう位置付けで今後活性化し

ていきたいと考えております。 

○議長（井上勝彦君）７番 松浦君。 

○７番（松浦健次君）どれぐらい連なってい

たらというか、つながっていたら商店街とい

うんですかということを伺っているんです。 

○議長（井上勝彦君）経済部長。 

○経済部長（岡松克行君）商店街自身としま

しては、例えばの話でございますけども、そ

の地区によって小売とか、先ほど申し上げま

した飲食業とか、何軒という形じゃないです

けども、その地区の中で組織をしていただい

く商店街という位置付けの中で、この商店街

についてはそういう位置付けで考えておりま

す。１軒、２軒という形じゃなしに、例えば

隅田地区の商店街等もございます。高野口に

も高野口地区商店街というのがございます。

その中で、一つの組織という形も踏まえた中

で、何軒という軒数じゃないんですけども、

組織的に運営していただいているところを商

店街と考えております。 

○議長（井上勝彦君）ほかにありませんか。 

 ２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）今の商店街の下の３号、

経済団体なんですけれども、ここでもいくつ

か例を出されて、最後に「その他の経済活動
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にかかわる市内の団体をいう。」というふうに

書いてあるんですけれども、これは具体的に

どういうところをイメージして書かれている

んでしょうか。 

○議長（井上勝彦君）経済部長。 

○経済部長（岡松克行君）経済団体につきま

しては、ここで列記させていただいておりま

す地場産業とか農業協同組合、その他の経済

活動にかかわる市内に所在する団体、例えば、

一つの組織で運営していただいている養鶏産

業とか、そういう形も含めた中で経済活動を

していただいている団体もございます。そこ

らにつきましては、この列記している中以外

の、いろいろな経済活動をしていただいてお

るという団体で、この定義付けをさせていた

だいておりますので、ご理解をよろしくお願

いします。 

○議長（井上勝彦君）ほかに。 

 ２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）今、養鶏と一つだけ例

を挙げていただいたんですけども、これから

できるかもしれない団体も含めて、すべてを

含んでくるというふうに解釈してよろしいで

しょうか。 

○議長（井上勝彦君）経済部長。 

○経済部長（岡松克行君）今、ご質問にあり

ましたような形の中で、その他の経済活動、

それにつきましては、今後いろいろな経済活

動の団体も興ってこようかと思います。その

ときにつきましては、この経済団体の中で位

置付けるか、そこらにつきましては協議も必

要かと思いますが、多分含んでこようかと考

えます。 

○議長（井上勝彦君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）ないようですので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

 ただ今議題となっております議案第29号に

つきましては、経済建設委員会に付託いたし

ます。 

                     

 日程第３ 議案第30号 橋本市空き地の適

切な管理に関する条例につい

て 

○議長（井上勝彦君）日程第３ 議案第30号

橋本市空き地の適切な管理に関する条例につ

いて を議題といたします。 

 これより質疑を行います。質疑ありません

か。 

 21番 岡君。 

○21番（岡 弘悟君）この空き地なんですけ

ども、これは例えば休耕地とか、そういった

ものは含まれないとは思うんですけれども、

実際のところ、市内でたくさんの休耕地があ

って、これとよく似た条件で、雑草等が生え

て近隣にご迷惑をおかけしているというお話

はよく聞くんですけども、そういったものは

含まれないと考えてよろしいんでしょうか。 

○議長（井上勝彦君）市民部長。 

○市民部長（井浦健之君）条例の第２条の第

１項で、空き地というのは宅地化された状態

の土地ということで定義付けをしております。

したがいまして、休耕地ということになれば

農地という扱いになりますので、それについ

ては農業委員会のほうで措置をしていただく

ということで考えております。 

 以上でございます。 

○議長（井上勝彦君）ほかにありませんか。 

 17番 松本君。 

○17番（松本健一君）４点ほど、ちょっとお

聞かせいただきたいんですけれども、そもそ

もこの本条例が策定に至った理由等、経緯を

ご説明いただきたいなと。これは橋本市環境

保全条例等とも関係してきていると思うので、

この辺の絡みでご説明されるのかなとは思い

ます。 
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 二つ目なんですけれども、この橋本市環境

保全条例の中の第15条において、土地所有者

等の管理というところで、この条例にも述べ

られている部分と整合性のある部分なんです

けれども、保全条例とのかかわりとして、保

全条例自体も一部追記であったり、改正の必

要性がないのかなと。この空き地の適切な管

理に関する条例等がかかってきているという

ふうな部分が必要ではないかなとは思うんで

すけれども、この点に関してご説明いただけ

ればと思います。なぜかというと、この条例

自体が、代執行がついてきている部分ですの

で、ちょっと努力義務だけではないという部

分で、念押しの部分で、保全条例の第15条と

いうところも兼ねてご説明いただければと思

います。 

 ３点目として、今ちょっと申しましたけど

も、費用の徴収等代執行があるというところ

でいくと、個人や団体への責務を課すという

ことがありますので、周知をしていかないと

いけないと思うんです。その以前の問題で、

パブリックコメントというのはなぜとられな

かったのかなというのを、ちょっと疑問に感

じておりますので、この点についても理由を

言っていただければと思います。 

 あと、４点目として、この条例自体が施行

されるにあたって、どのような周知方法をお

考えなのかなと。例えば、固定資産税の徴収

の通知を送るときに、こういった案内も送っ

ていただければ、市内外の方へも周知ができ

るんかなとは思うので、この周知方法に関し

てもご説明いただければと思います。 

 以上４点、お願いいたします。 

○議長（井上勝彦君）市民部長。 

○市民部長（井浦健之君）今、４点のご質問

をいただいたと思うんですけど、１点目はこ

の条例のつくった経緯。そして２点目が保全

条例とのかかわり。３点目がパブリックコメ

ントの関係。そして４点目が、どういった形

で周知をしていくのかと、この４点だったと

思うので、順番にご答弁をさせていただきた

いと思います。 

 まず、経緯ですけども、この宅地化された

土地の雑草というんですか、そういうところ

の苦情が環境衛生課のほうへ寄せられており

ます。苦情を寄せられて、担当者が現場を確

認しに行きまして、付近住民の皆さんにご迷

惑をかけているということであれば、その写

真と文書をもって、適正な管理をしていただ

きたいといったお知らせをするわけですけど

も、やはりいろんな事情でしていただけない

方がおられるということで、今の橋本市の条

例でいきますと、強制的にしていただくとい

う手だてがないという中で、代執行も含めて

この条例を制定させていただいたといった経

緯でございます。 

 そして、２点目の、環境保全条例の第15条

とのかかわりですけども、第15条につきまし

ては、議員おただしのとおり、管理をきちん

としてくださいといった内容の条例になって

いるわけですけども、管理をきちっとせん場

合にはどうですかといった、そういった決ま

りがないわけでございまして、それを補うと

いった意味でこの条例をつくらせていただい

たということでございます。 

 ３点目ですけども、パブリックコメントを

とらなかった理由ですけども、これについて

は、実際、考えてはないです。というのは、

この周知については、これは４点目ともかか

わりしてくるわけですけども、施行期日が６

月の１日ということで、２カ月間一応周知期

間を設けております。そういったことで、市

のホームページなり広報等で市民の皆さんに

周知をさせていただいた上で施行していきた

いということで、２カ月間の猶予を見た上で

の施行というふうに考えております。 
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 以上でございます。 

〔「答弁もれ」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）17番 松本君。 

○17番（松本健一君）２点目の分なんですけ

ど、保全条例の追記等が必要ではないかとい

う部分に答弁もれです。 

 もう一点が、パブリックコメントで周知と

いうことだけなので、４点目の部分をもう少

し踏み込んで、市内外、外の方にもどのよう

に、土地所有者というのは市内だけじゃない

ので、その点に関して、もう少しご説明いた

だけますか。 

○議長（井上勝彦君）市民部長。 

○市民部長（井浦健之君）市内だけの方と違

って、市外の土地所有者もおられる、確かに

そうだと思います。それにつきましては、市

のホームページという形での考えを持ってお

るわけですけども、今、議員にご提案いただ

きました、例えば固定資産税の納付書等にも、

そういったことについても一度関係課とも検

討していきたいなというふうに考えておりま

す。今のところは市の広報と、そしてホーム

ページといった形で考えておるということで

ございます。 

 それと、すいません、２点目のやつは。も

う一度、すいませんけど。 

○議長（井上勝彦君）17番 松本君。 

○17番（松本健一君）保全条例のほうに、こ

の第15条の終わりであったりとか、途中に、

細則ではないですけども、施行にあたっては

この空き地の適切な管理に関する条例による、

とか、そういった一部追加という部分は必要

がないかどうかという点です。 

○議長（井上勝彦君）市民部長。 

○市民部長（井浦健之君）申しわけございま

せん。全国的な、この空き地の条例をつくっ

ておるところの市町村を参考にさせていただ

いたわけですけども、その中では、それぞれ

の市町村にも環境保全条例があるわけですけ

ども、そういった形でのというんですか、そ

んなんがないという中で、こういう形で条例

をつくらせていただいたということでござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（井上勝彦君）17番 松本君。 

○17番（松本健一君）この橋本市環境保全条

例を見させていただくと、どうしても市民目

線で、自分の土地がどういうふうな管理をし

ないといけないかというところでいくと、空

き地の適正化というところも踏み込んでいっ

ている条例なので、どうしても気づきにくい。

周知、こういう条例ができ上がったときは、

どんどんと言っていっていただけると思うん

ですけど、これがずっと続いていったときに、

どれだけこの効果をわかっていただけるのか。

どの点においても関連法という部分では、ど

ちらからでも知ることができるようにしてい

ただきたいなというのが要望です。ほかの市

町村もご参考いただいたりとか、情報を集め

ていっていただいて、そういった中で、また

追記等も考えていったらいいんじゃないかな

と思います。 

 あと、固定資産税の通知等も考えていただ

けるということなんですけれども、市内大規

模開発の団体というか、企業もいらっしゃる

ので、そういったところにはあらかじめどん

どんと、ホームページを見ろではなくて、言

っていただいたほうがいいかなと。うちの地

区とかでも、年に１回しかないという草刈り

とか、文句が企業のほうに行ったりするんで

す。そういう部分で、市民のほうからも突き

上げじゃないですけど、この条例に沿ってな

いやないかと、多分言い出すと思うんです。

皆さんね。そのときに企業が知らないという

わけにはいかないと思うので、あらかじめそ

ういった部分では、大きな土地を管理されて
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いる住宅会社等にも周知を徹底していただけ

ればなと。この２カ月間を使っていただいた

らいいかなと思います。一応、要望としてと

どめさせていただきます。 

○議長（井上勝彦君）ほかにありませんか。 

 ８番 中西君。 

○８番（中西峰雄君）２点お尋ねいたします。 

 まず１点は、相隣関係について、私どもも

よろず相談承り所というところで、いくつか

これまでにも相談を受けたことがございます

けども、そこで若干、私が感じているところ

は、こういう相隣関係の問題については、基

本的にはその住民の自助努力による解決とい

うものを求めていくということが、まず第一

手段として基本原則であろうかなというふう

に思います。 

 といいますのは、どうしても相隣関係で、

あまり他人ともめごとを起こしたくないとい

うことで、自分の隣の土地であるにもかかわ

らず、直接隣の方に申し入れをすることなく、

行政に、環境衛生課のほうに何とかしてよと

いうお声が届くことが多いんじゃなかろうか

なというふうに思うんですね。 

 この条例には、そういう住民の自主努力、

相隣関係の自主的な解決の努力義務というも

のが全く記載されておりません。その点につ

いて、私は、この条例はこれで通すことには

それでいいと思うんですけども、やはり原則

は、自主的な相隣関係の円満な解決に努めて

いただくということが原則でなきゃいかんと

思いますので、今後、これをつくって早速に

なるかどうかわかりませんけども、そういう

条項をぜひ盛り込んでいただきたいと思いま

すが、その点いかがでしょうかというのが一

点。 

 もう一点ですけども、第７条のところで行

政代執行というのがございます。行政代執行

をする実際上、実務上、これの手間暇、お金、

これがどうなんかなということが気になりま

す。相手が自主的に草刈り等をしていただい

たら、それはいいんですけども、お話をして

も自主的にやっていただけない場合に行政代

執行をして、その費用の請求をしたときに、

それの回収は果たしてできるんかなという懸

念がありますので、その辺の見込みといいま

すか、どう考えておられるのかについてお尋

ねいたします。 

○議長（井上勝彦君）市民部長。 

○市民部長（井浦健之君）まず１点目の、相

隣関係といいますか、隣近所との関係ですけ

ども、環境衛生課のほうに苦情として、雑草

の、いわゆる土地の適正管理についての苦情

が寄せられる大きな中で、やはり最初は隣の

方に草刈ってよといった形でお願いをしてい

るようですけども、それがなかなか刈ってく

れないといった中で、市のほうでどないかし

てくれといった苦情というか、要望が寄せら

れております。 

 基本的には、今、８番議員がおっしゃられ

るのが基本の形やと思うんですけども、市と

いたしましては、そういった中で、隣との関

係もうまくいくというようなことも考えなが

ら、市のほうでお世話をさせていただくとい

った考えで、現在進めておるということです。 

 条例の中に今後そういうふうなことを記載

したらどうかというお話ですけども、そうい

った状況になってくれば、また検討はしたい

と思うんですけども、今現在はそういった苦

情については、そういった中での要望でござ

いますので考えてはございません。 

 それと代執行、確かに代執行については事

務の煩雑さというのが挙げられておりますし、

代執行した場合の費用の徴収というのも非常

に困難なということも、いろんな書物を読む

中で私も承知をしております。したがいまし

て、市といたしましては、できる限り土地所
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有者の方にお話をして、代執行まで行かない

ような形の中で適正管理をしていただくよう

進めていきたいなというふうに考えておりま

すし、また、代執行というのはイメージ的に

は極めて強権的な発動ということにもなりま

すので、そこらも踏まえながら処理をしてい

きたいなというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（井上勝彦君）ほかにありませんか。 

 ８番 中西君。 

○８番（中西峰雄君）今の点について、よく

わかります。よくわかりますけども、これは

私の予測ですけども、先ほど申し上げました

ように、人間関係の希薄化が今後も恐らく進

んでいくだろうというふうに予測します。そ

の中で、問題が起こったときに、自主的に解

決をしようというよりも、環境衛生課あるい

は市役所に言うてやってもらおうという風潮

がやはり強まって、今もかなり強いように思

いますし、これからも強まっていくと思いま

すので、これは努力義務規定にしかならない

とは思うんですけども、やはりきちっとした

うたい込みは必要だと私は思いますので、今、

それをお考えじゃないということですが、ぜ

ひ積極的にお考えいただきたいと。これは要

望にさせていただきます。 

 代執行、実際、できるだけ執行しないよう

にという、その方針はよくわかるんですけど

も、どうしても執行しなければならない、な

かったというときには、その費用の徴収につ

いては厳然と、迅速に徴収をするように努め

ていただきたいと思います。これも要望でご

ざいます。 

○議長（井上勝彦君）ほかにありませんか。 

 20番 樽井君。 

○20番（樽井豪男君）第２条の第１号の空き

地の定義なんですけども、ここの中で、宅地

化された状態の土地という中で、先ほど、農

地はある程度含まないということなんですけ

ども、俗に言う雑種地とか、特に宅地化され

た中でも、特に山林の登記をして、宅地の中

に山林みたいな形の土地があるとかという部

類もあるんですけども、そういったものもこ

ういった宅地化された土地の状態という解釈

のもとで考えておられるのか、そこらあたり

だけお聞きしたいんですが。 

○議長（井上勝彦君）市民部長。 

○市民部長（井浦健之君）まず、苦情があっ

た場合、先ほどもご答弁させていただきまし

たように、現場を確認をしに行きます。それ

と、今言われますように、地目も含めて確認

をするわけですけども、基本的には考え方と

して、農地については経済部のほうでお願い

をしたいなと。それ以外の土地については市

民部のほうで対応していきたい、そういった

基本的な考え方をしておるということでござ

います。 

 以上でございます。 

○議長（井上勝彦君）ほかにありませんか。 

 ７番 松浦君。 

○７番（松浦健次君）先ほどの中西議員の質

問と関連するんですけども、仮に代執行を行

わなければならないとした場合に、費用の回

収も含めてどれぐらいの手数料が要るとお考

えでしょうか。 

○議長（井上勝彦君）市民部長。 

○市民部長（井浦健之君）申しわけございま

せん。費用でございますか。 

○議長（井上勝彦君）７番 松浦君。 

○７番（松浦健次君）費用、例えば弁護士費

用とか、強制執行した、代執行した後の費用

の回収、代執行をするまでの手続きと、それ

から、これ、恐らく市から言うて、こう言う

ても放っておくような人は、なかなかお金を

簡単に、はいご苦労さんともらえないと思う

んですよ。その場合に、やっぱり訴訟してい
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ただくということしか考えられませんので、

だいたいその費用というのはどれぐらいで、

それぐらいが出るけども、まあ市としてやり

ましょうというふうに見ておられるんですか。 

 12番 清水君。 

○12番（清水信弘君）部長にちょっとお伺い

したいんですけども、現在、懸案になってい

るという、またなりそうなという土地はあり

ますんでしょうか。市民から苦情が来てると

か。お伺いします。 

○議長（井上勝彦君）市民部長。 

○市民部長（井浦健之君）まず、代執行の作

業については、市の職員で勉強しながらもや

っていきたいなというふうに考えております。

その後、どうしても回収ができないといった

場合に、当然、市の顧問弁護士にお願いをせ

なならんということになろうかと思うんです

けども、基本的には市の職員で回収をしてい

きたいということで考えておりますので、そ

の費用によって、当然、訴訟価格というのも

変わってきますので、今この場で、実質的に

いくらということは、なかなか答弁は難しい

かなと思うんですけども、基本的にはそうい

う考えでおるということでございます。 

○議長（井上勝彦君）市民部長。 

○市民部長（井浦健之君）空き地の苦情につ

きましては、年間だいたい40件から50件ほど

の苦情が寄せられております。そのうち、い

わゆる北部の開発地でございますけども、だ

いたい17箇所から20箇所といった、そういっ

た苦情が寄せられておるわけですけど、担当

者が本当に一生懸命頑張ってくれまして、今

のところは刈ってくれないといった状況はな

いわけでございますけども、何件かはそれに

近い状況に置かれているところもあります。 

 そういったことで、今またこれがすぐ適用

になるのかといったら、そういう土地は、物

件は、今のところないということでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（井上勝彦君）７番 松浦君。 

○７番（松浦健次君）そしたら、一応の予想

として、どれぐらいを予想されているんです

かね。これぐらいの幅ということで。 

 以上でございます。 

○議長（井上勝彦君）ほかにありませんか。 

○議長（井上勝彦君）市民部長。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○市民部長（井浦健之君）非常に難しいご質

問だと思うんですが、弁護士費用というのは

当然、訴訟価格によって弁護士費用も変わっ

てきますし、また、印紙代等も、その訴訟の

いわゆる訴えの提起をする価格によって、そ

の印紙代というのも決まってきますので、今

ここで一概に、この広い範囲でいくらと言わ

れても、なかなか答弁はできないし、また、

空き地につきましても、その土地につきまし

ても、大きさがいろんな大きさがありますの

で、一概にいくらということは、ちょっと答

弁はこらえていただきたいと思います。 

○議長（井上勝彦君）ないようですので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

 ただ今議題となっております議案第30号に

ついては、総務委員会に付託いたします。 

                     

 日程第４ 議案第31号 橋本市民病院事業

支援基金条例について 

○議長（井上勝彦君）日程第４ 議案第31号

橋本市民病院事業支援基金条例について を

議題といたします。 

 これより質疑を行います。質疑ありません

か。 

 以上でございます。  ２番 阪本君。 

○議長（井上勝彦君）ほかにありませんか。 ○２番（阪本久代君）この基金は第１条にあ
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りますように、橋本市民病院の地方独立行政

法人化に向けての支援基金です。文教厚生委

員会でも独立行政法人化ということで説明を

受けたんですけれども、市民病院のほうから

いえば、７対１看護をするためには今のまま

ではできないので、独立行政法人化が必要な

んだという説明でした。市からいえば、この

独立行政法人化というのはどういう意味があ

るのかというのが一点と、それと、毎年5,000

万円、４年間積み立てるということなんです

が、この４年間、２億円の根拠と２点お願い

いたします。 

○議長（井上勝彦君）財政課長。 

○財政課長（北山茂樹君）阪本議員のご質問

にお答えします。 

 市民病院は昭和22年、１町６村による組合

立の病院として開設されて、その後、昭和38

年に国保橋本市民病院ということで運営され

て、平成16年に現在の小峰台に新築移転され

てございます。 

 当病院は、地域における基幹的な公的医療

機関として、地域医療に貢献するための重要

な役割を担っております。しかしながら、昨

今の医師不足、それから看護師不足による医

療提供体制の維持が非常に困難な状況、厳し

い状況となってございまして、現在の地方自

治法、それから地方公営企業法の現行制度の

中でいきますと、やはり先ほど阪本議員がお

っしゃられました７対１看護の問題とか、そ

れから予算面での一定の制約を受けるという

ことで、非常に効率性を損なう一つの要因と

なっておるというのが現在の状況でございま

す。 

 したがいまして、橋本市民病院を地方独立

行政法人化することによりまして、やっぱり

病院独自の判断による財務運営、それから人

事管理面において機動性を高めることができ

る、それから弾力性を高めることができると

いうことで、ひいては病院の経営の安定化と

経営の健全化に資することができるというこ

とで、市といたしましても市民病院の地方独

立行政法人化をやっていきたいという考え方

でございます。 

 ２億円の根拠なんですけども、市民病院と

もいろいろ協議した中で、やはり独立行政法

人化に向けては、最低10億円の資金、現金を

持っておらないと、なかなか地方独立行政法

人化を進めることは難しいということでござ

います。現在も一時借入金が、たしか９億円

あると思います。少なくとも、その一時借入

金を解消するということ、それから先ほども

言った現金を10億円持つ必要があるというこ

との中で、今後、病院の現在の経営状況も勘

案した中では、若干、資金的に10億円を確保

することは難しいという病院との話でござい

ましたので、市といたしましても地方独立行

政法人化を進めるにあたって、やはり経営支

援を図る必要があるということで、不足する

であろうと計算できる範囲の中で２億円が出

されたわけで、その関係で４年間で２億円を

積むということになったわけでございます。

それが根拠でございます。 

○議長（井上勝彦君）ほかにありませんか。 

 ３番 富岡君。 

○３番（富岡清彦君）議運で総務委員会に来

るということなんですが、ちょっと非常に大

きな問題かということで、ここでも問題提起

という意味も含めて議論をしておきたいと思

います。 

 それは、独立行政法人化というのは、今、

市民病院の経営を見るときに時期尚早ではな

いかという考えを持ちます。先ほどありまし

たが、これ、借入金は９億円だけなんでしょ

うか。水道からの借り入れも含めてですか。 

 それに加えて、私、個人的には、今後の市

民病院の経営について非常に危惧しています。
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というのが、16年度に現在の場所に移転、新

築をされて、病院の運営がされてきたと。非

常に当初心配をされておった中で、非常に優

秀なといいますか、方がこの病院の重要なポ

ストにつかれて、リーダーシップといいます

か、病院経営で非常に大きな役割を果たされ

て、そして今日の、当初でいえば23年度です

か、黒字見込みと聞いているんですけれども、

そこまで、もちろん病院長や病院事業管理者

や全スタッフの皆さんによって、ここまで市

民病院の経営を盛り上げるといいますか、頑

張っていただいた結果だというふうに思うん

ですけれども、そこに至った中心的な役割を

果たされた方が、この３月で退職をされると

いうことですよね。果たしてそうした、私、

ちょっと非常事態というか、心配をするわけ

です。一路独立行政法人化だということに進

んでいいのかというんかな。やっぱり新しい

スタッフの中での病院経営というのも、もう

少し見守っていく必要があるんじゃないかと

いう気がして仕方がないんです。 

 もちろん、市長が当然こうした独立行政法

人化というのは判断されていると思うんです

けれども、ここはぜひとも、市民の命と健康

を守るとりでとして、市民病院としてどうあ

るべきかという、非常に大事な時期にあると

いう認識もありますので、ぜひ市長のほうか

ら、そうした私だけであったらいいんですけ

れども、非常に心配をしている部分について、

市長にしっかりとお答えをいただきたいと思

います。 

○議長（井上勝彦君）市長。 

〔市長（木下善之君）登壇〕 

○市長（木下善之君）富岡議員の質問でござ

いますが、病院の独法化の問題、内部でも大

変議論をずっと重ねてきたところでございま

す。非常にやはりああいう医療機関というも

のは、切り口の小さい間に何とか処置をして

いくべきではないかなというのは、伊都地方

の人口の動態、あるいは奈良県の南部の人口

の動態、そして奈良県が27年の春に137億円相

当のものが、もう既に着工の設計に入ってお

るんです。現在、本市の病院の診療、それぞ

れの分析をいたしますと、やはり奈良県のウ

エートが二十二、三％ぐらい占めておるんで

しょうか。一方、橋本市内の高野口地域につ

いては、県立紀北分院が目と鼻の先に完成し

て、今、充実強化を図られておる。また、診

療科目は規制しておるものの、やはり住民の

要求によっては、かなりかつらぎ町あたりは

今、弾を込めておるというような現状。いろ

いろとあらゆることを分析をいたしまして、

これから人口がどんどん増えてくるとかとい

うんじゃないんですね。そういう観点から、

私は専門分野はちょっとわからない部分もあ

るんですけども、大局的に見まして、やはり

そういうような方向で持っていくということ

が望ましいなという、地域のすべての環境を

眺めた中で、10年、20年先を視野に入れたと

きには、やはり切り口の小さいときに安定的

に移管しておくことが大事であるなと、そう

いう考え方を持っておるところであります。 

 以上でございます。 

○議長（井上勝彦君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）ないようですので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

 ただ今議題となっております議案第31号に

ついては、総務委員会に付託をいたします。 

                     

 日程第５ 議案第32号 橋本市国民宿舎振

興基金条例を廃止する条例に

ついて 

○議長（井上勝彦君）日程第５ 議案第32号

橋本市国民宿舎振興基金条例を廃止する条例

について を議題といたします。 
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 これより質疑を行います。質疑ありません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております議案第33号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております議案第32号に

ついては、会議規則第37条第３項の規定によ

り、委員会の付託を省略いたしたいと思いま

す。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）ご異議なしと認めます。 

 これにご異議ありませんか。  よって委員会の付託を省略することに決し

ました。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）ご異議なしと認めます。  これより討論に入ります。 

 よって委員会の付託を省略することに決し

ました。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 これより討論に入ります。 ○議長（井上勝彦君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。  討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  これより、議案第33号 橋本市特別会計条

例の一部を改正する条例について を採決い

たします。 

○議長（井上勝彦君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより、議案第32号 橋本市国民宿舎振

興基金条例を廃止する条例について を採決

いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

○議長（井上勝彦君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）ご異議なしと認めます。                      

 よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

 日程第７ 議案第34号 橋本市職員の退職

手当に関する条例の一部を改正する条例に

ついて から、日程第９ 議案第36号 橋

本市特別職の職員の退職手当に関する条例

の一部を改正する条例について までの３

件 

                     

 日程第６ 議案第33号 橋本市特別会計条

例の一部を改正する条例につ

いて 

○議長（井上勝彦君）日程第６ 議案第33号

橋本市特別会計条例の一部を改正する条例に

ついて を議題といたします。 

○議長（井上勝彦君）日程第７ 議案第34号

 橋本市職員の退職手当に関する条例の一部

を改正する条例について から、日程第９ 

議案第36号 橋本市特別職の職員の退職手当

に関する条例の一部を改正する条例について

 これより質疑を行います。質疑ありません

か。 
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までの３件を一括議題といたします。 ○議長（井上勝彦君）日程第10 議案第37号

橋本市住民基本台帳カードの利用に関する条

例の一部を改正する条例について を議題と

いたします。 

 これより３件一括して質疑を行います。質

疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 これより質疑を行います。質疑ありません

か。 

 お諮りいたします。  11番 土井君。 

 ただ今議題となっております議案第34号か

ら議案第36号までの３件については、委員会

の付託を省略いたしたいと思います。 

○11番（土井裕美子君）この住民基本台帳カ

ードなんですが、改正前のところに、第２条

の第４号ですか、避難者情報を支援するサー

ビスという項目が入ってるんですが、これは

総務省からの指導によりこれがなくなるとい

うことと認識しているんですが、これをなく

すことによって、今現在、これをもし使われ

ている住民の方がいらっしゃったら、その辺

のご迷惑というか不備というか、そういうの

はないというふうに思っていいんですかね。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）ご異議なしと認めます。 

 よって委員会の付託を省略することに決し

ました。 

 これより３件一括して討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  それと、いろんな災害が起こったときに、

今後これにかわるような何かシステムという

か、そういうなのを、もしお考えがありまし

たらお答えいただきたいと思います。 

○議長（井上勝彦君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより、議案第34号 橋本市職員の退職

手当に関する条例の一部を改正する条例につ

いて から、議案第36号 橋本市特別職の職

員の退職手当に関する条例の一部を改正する

条例について までの３件を一括して採決い

たします。 

○議長（井上勝彦君）市民部長。 

○市民部長（井浦健之君）まず１点目ですけ

ども、以前、11番議員の一般質問の中でも、

避難者情報サービスについてのおただしがあ

って、ご答弁をさしあげたわけでございます

けども、実際、この現在行っております避難

者情報サービスというのは、必ずしもその機

能を果たしているかといったら、そういう状

況ではないというご答弁をさせていただいた

わけですけども、そういった状況でございま

すので、１点目の利用者の方に対する影響と

いうのはないかなというふうに考えておりま

す。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第34号から議案第36号までの

３件については、原案のとおり可決されまし

た。 

                     

 日程第10 議案第37号 橋本市住民基本台

帳カードの利用に関する条例

の一部を改正する条例につい

て 

 それと２点目の、これがなくなったら今後

どういうふうなことがあれするんかなという

ご質問ですけども、まだ国のほうで社会保

障・税番号大綱というのが、政府のほうで考
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えておるわけですけど、この共通カードの中

に災害時の本人確認とか、災害時の要援護者

リストの作成とか、更新の実施について記述

がされておるということで、今言われており

ます避難者情報についての把握については、

このサービスに期待ができるんじゃないかな

というふうにひとつ考えております。 

 それともう一つは、この避難者情報サービ

スを廃止することによって、どんな影響があ

るのかという、また、そして今後どういった

形で進めていくのかということを、市民安全

課と協議したわけですけど、市民安全課のほ

うでも他市の避難者情報システムの動向を調

査しておるのと同時に、システムの内容につ

いての研究もしておるということでございま

すので、こういった２点の状況ということの

中で、今後進めていくんじゃないかなという

ふうに考えておる次第でございます。 

 以上でございます。 

○議長（井上勝彦君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）ないようですので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております議案第37号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）ご異議なしと認めます。 

 よって委員会の付託を省略することに決し

ました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより、議案第37号 橋本市住民基本台

帳カードの利用に関する条例の一部を改正す

る条例について を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

                     

 日程第11 議案第38号 橋本市長期総合計

画審議会条例の一部を改正す

る条例について 

○議長（井上勝彦君）日程第11 議案第38号

橋本市長期総合計画審議会条例の一部を改正

する条例について を議題といたします。 

 これより質疑を行います。質疑ありません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております議案第38号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）ご異議なしと認めます。 

 よって委員会の付託を省略することに決し

ました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより、議案第38号 橋本市長期総合計

画審議会条例の一部を改正する条例について

を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ
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りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

                     

 日程第12 議案第39号 橋本市国民健康保

険税条例の一部を改正する条

例について 

○議長（井上勝彦君）日程第12 議案第39号

橋本市国民健康保険税条例の一部を改正する

条例について を議題といたします。 

 これより質疑を行います。質疑ありません

か。 

 ３番 富岡君。 

○３番（富岡清彦君）市民が最も重税感を持

っている、この国民健康保険税を引き下げる

ということで本条例が提案をされているわけ

です。この引き下げるという点では、私も高

く評価をしたいと思います。 

 少し残念なのは、１世帯１万円ということ

にはなってないわけですが、この条例では固

定資産分と均等割分ということで引き下げる

と。加えて介護保険料が若干所得の部分で引

き上げるという、こういう条例改正になって

ます。 

 そこでお尋ねしたいのは、一口で言って、

国保に加入されている方で１世帯いくら、平

均で引き下げになりますと、この数字を教え

てください。 

○議長（井上勝彦君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（上田敬二君）世帯ごとに所

得はそれぞれ違いますので、非常にちょっと

説明しにくいんですけれども、ちなみに、一

番低所得者が33万円以下という課税体系にな

っておりますけれども、１人世帯で2,500円、

３人世帯で3,600円。低所得の方については軽

減がかかっておりますので、軽減をかかった、

これは一応固定資産５万円の資産があるとい

う形で今の数字です。資産のない方について

は、１人世帯で500円、３人世帯で1,600円に

なります。 

 それで、一番引き下げ幅が大きいというの

は、所得が192万円の方です。これについて資

産ありの、これについては当然資産がありま

すけれども、この方で１人世帯で3,000円、３

人世帯で6,600円、次に所得階層の高い266万

円の所得の方で、１人世帯で2,600円、３人世

帯で6,200円。 

 あと、所得の最上位の600万円、この方につ

いては１人世帯で1,100円、３人世帯で7,400

円、それぞれ所得の段階的に引き下げ幅が順

に高くなっていく仕組みになっております。 

○議長（井上勝彦君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）ないようですので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

 ただ今議題となっております議案第39号に

ついては、文教厚生委員会に付託いたします。 

                     

 日程第13 議案第40号 橋本市立公民館設

置及び管理条例の一部を改正

する条例について 

○議長（井上勝彦君）日程第13 議案第40号

橋本市立公民館設置及び管理条例の一部を改

正する条例について を議題といたします。 

 これより質疑を行います。質疑ありません

か。 

 ７番 松浦君。 

○７番（松浦健次君）改正する趣旨をご説明

ください。 

○議長（井上勝彦君）教育次長。 

○教育次長（山本芳弘君）本条例の改正に伴

う理由なんですけども、これは昨年、平成23

年８月30日に公布されました「地域の自主性

及び自立性を高めるための改革の推進を図る
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ための関係法律の整備に関する法律」が公布

されました。これに伴いまして、この委員の

委嘱にあたっての社会教育法第30条に本条例

に委嘱の委員のところが削除されたことに伴

いまして、新たに本条例において制定させて

いただきました。 

○議長（井上勝彦君）ご異議なしと認めます。 

 よって委員会の付託を省略することに決し

ました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 この国の法律につきましては、義務付け、

格付けの見直しと条例制定権の拡大という意

味を持ちまして、国のほうでの法改正に伴っ

て削除されましたので、その後、文部科学省

令でこの基準について制定されましたので、

それを参酌して条例のほうに今回提案させて

いただいているところでございます。 

○議長（井上勝彦君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより、議案第40号 橋本市立公民館設

置及び管理条例の一部を改正する条例につい

て を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

○議長（井上勝彦君）ほかにありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 ７番 松浦君。 ○議長（井上勝彦君）ご異議なしと認めます。 

○７番（松浦健次君）改正前の第３項が削除

されたというのも、今の説明の中のところに

入っているんですか。 

 よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

                     

○議長（井上勝彦君）教育次長。  日程第14 議案第41号 橋本市立図書館設

置及び管理条例の一部を改正

する条例について 

○教育次長（山本芳弘君）失礼しました。改

正前の第９条第３項の削除につきましては、

これは別に、橋本市報酬及び費用弁償等支給

条例というのが既に条例の中に制定されてお

ります。それを今までここに掲載させていた

だいたんですけども、市の他の条例と見て、

他の条例についても、もう既にこの部分につ

いては削除されておりますので、今回、同様

に削除させていただいたところでございます。 

○議長（井上勝彦君）日程第14 議案第41号

橋本市立図書館設置及び管理条例の一部を改

正する条例について を議題といたします。 

 これより質疑を行います。質疑ありません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 ○議長（井上勝彦君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  お諮りいたします。 

○議長（井上勝彦君）ないようですので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

 ただ今議題となっております議案第41号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。  お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております議案第40号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）ご異議なしと認めます。 

 これにご異議ありませんか。  よって委員会の付託を省略することに決し

ました。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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 これより討論に入ります。 ○議長（井上勝彦君）ないようですので、こ

れをもって質疑を終結いたします。  討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  お諮りいたします。 

○議長（井上勝彦君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 ただ今議題となっております議案第42号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。  これより、議案第41号 橋本市立図書館設

置及び管理条例の一部を改正する条例につい

て を採決いたします。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

○議長（井上勝彦君）ご異議なしと認めます。 

 よって委員会の付託を省略することに決し

ました。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）ご異議なしと認めます。  これより討論に入ります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

                     ○議長（井上勝彦君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。  日程第15 議案第42号 橋本市立たんぽぽ

園設置及び管理条例の一部を

改正する条例について 

 これより、議案第42号 橋本市立たんぽぽ

園設置及び管理条例の一部を改正する条例に

ついて を採決いたします。 ○議長（井上勝彦君）日程第15 議案第42号

橋本市立たんぽぽ園設置及び管理条例の一部

を改正する条例について を議題といたしま

す。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 これより質疑を行います。質疑ありません

か。 

○議長（井上勝彦君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。  ７番 松浦君。 

○７番（松浦健次君）改正前の児童デイサー

ビス事業というのと、改正後の児童発達支援

事業というの、内容が違うんですか。 

 この際、10時50分まで休憩いたします。 

（午前10時35分 休憩） 

                     

○議長（井上勝彦君）健康福祉部長。 （午前10時50分 再開） 

○健康福祉部長（上田敬二君）現在、橋本市

で、たんぽぽ園で行っている児童デイサービ

ス事業ですけども、中身については全く変わ

りません。法律が、これまで自立支援法を根

拠としておりましたけども、24年の４月から

は児童福祉法に根拠法令が変わったというこ

とです。 

○議長（井上勝彦君）休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 日程に従い、議案審議を行います。 

                     

 日程第16 議案第43号 橋本市介護保険条

例の一部を改正する条例につ

いて 

○議長（井上勝彦君）ほかにありませんか。 ○議長（井上勝彦君）日程第16 議案第43号

橋本市介護保険条例の一部を改正する条例に〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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ついて を議題といたします。 

 これより質疑を行います。質疑ありません

か。 

 ４番 楠本君。 

○４番（楠本知子君）介護保険料が上がって

しまうわけなんですけれども、その中で工夫

をしていただいて、現在の７段階から11段階

に工夫していただいた点について、少しわか

りやすく教えていただけますでしょうか。 

○議長（井上勝彦君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（上田敬二君）今回、介護保

険料、第１号被保険者の保険料の基準額です

けれども、4,925円から5,750円に引き上げさ

せていただきました。 

 そこで、これまでの８段階でしたら、段階

段階の境界のところで、かなり急激な上げ幅

になる方がいらっしゃいます。これを避ける

ために、11段階に多段階化させていただきま

して、本人の世帯の課税の状況、所得の状況

をより保険料に反映させていただくことにし

ました。 

 それで、増えた段階なんですけれども、こ

れまで非課税の年金収入等合計所得金額です

けれども、第３段階で80万円を超える方、こ

この部分で80万円から120万円以下の方、これ

が基準額からいいましたら0.70に抑えさせて

いただきました。それと120万円を超える方、

ここの第３段階で二つに分けさせていただい

たということと、第５段階なんですけれども、

これは本人、課税されている方で、これまで

200万円未満の方だけだったんですけれども、

これを190万円未満と190万円以上200万円未

満、この二つに分けまして、それぞれ基準額

からいいましたら190万円未満が1.25倍、190

万円から200万円未満が1.3倍、ここを５段階

を二つに分けさせていただきました。 

 それと、第７段階なんですけれども、これ

まで合計所得金額が400万円以上、1.65倍して

おりましたけれども、これを二つに分けまし

て、400万円以上600万円未満が1.65倍、600

万円以上、これが新たに新設したんですけれ

ども、高所得の方については1.8倍、この部分

を新たに設けさせていただきました。 

 以上です。 

○議長（井上勝彦君）ほかにありませんか。 

 ３番 富岡君。 

○３番（富岡清彦君）いかにして応分の負担

といいますか、能力に応じた負担にしていく

かという点で、限度額ですか、12万4,200円と

改正されるわけですけれども、基本的な考え

としては、やはりたくさんの所得がある人に

応分の負担を求めるというのが一つの、これ

は税ではありませんけれども、保険料につい

てもそうした考え方が要ると思うんですよ。

介護保険料というのは、１万5,000円以上月額

年金があれば年金から押さえていくという、

年金から強制徴収するというやり方になって

いる。そうした面も考えたときに、やはり能

力に応じた負担を求めていくという大原則か

らすると、もう少し、いわゆる限度額といい

ますか、所得の多い部分での保険料を付加す

るというか、かけるというか、その点につい

てはどのようにお考えですか。 

○議長（井上勝彦君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（上田敬二君）先ほども申し

上げさせていただきましたけども、第７段階

で、これまでなかった600万円以上の方につい

ては、今までは最高が基準額から1.65倍やっ

たんですけれども、600万円以上の方について

は1.8倍まで保険料をいただくということで、

高額所得者の方については保険料の負担が重

たい、そういう仕組みを新たに今回設けさせ

ていただきました。 

○議長（井上勝彦君）３番 富岡君。 

○３番（富岡清彦君）高額所得者に対して1.65

から1.8にしたということなんですけれども、
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こういう能力に応じた保険料ということにな

ったら、この1.8倍でよいのかなと。もう少し

負担を求められませんかというところなんで

す。そうすることで、低所得者に対しての今

回の値上げについて抑えれるんではないかと

いう、そういう意味なんですが、再度伺いま

す。 

 これより質疑を行います。質疑ありません

か。 

 12番 清水君。 

○12番（清水信弘君）歓迎すべき条例だと思

うんですけども、容量的にはどれぐらい小さ

くなったか、ちょっと教えていただけますか。 

○議長（井上勝彦君）市民部長。 

○議長（井上勝彦君）健康福祉部長。 ○市民部長（井浦健之君）今現在の大きさが

30ℓの大きさになっております。今回、改正す

るのは15ℓ、約半分の大きさにというふうに考

えております。 

○健康福祉部長（上田敬二君）一番段階の低

い方で、これは生活保護とか老齢福祉年金の

受給者なんですけれども、これは基準の保険

料から比べたら半分、0.5倍で、５期について

は３万4,500円の年間負担になります。それで

先ほど説明しました一番上位の方については、

その基準額の1.8倍で年間12万4,200円お支払

いいただくということになります。この数字、

見比べてみましたら３万4,500円と12万4,200

円で、12万4,200円というのはかなり負担感が

強い保険料額ではないかと認識しております

ので、これ以上急激な、新たに設けた上にさ

らに倍率を増やしていくというのは、ちょっ

と今の段階ではきついのかなという、そうい

う感じでおります。 

 以上でございます。 

○議長（井上勝彦君）ほかにありませんか。 

 17番 松本君。 

○17番（松本健一君）今回のこの改正に関し

て、価格決定された点の理由、大きさが小さ

くなったので、その半分で15円というふうな

とらえ方なのかどうかというところ、お教え

いただければと思います。 

 それと、今回、何枚単位で売られるのか、

その点と、袋自体が性能的に変わるのかとい

う点と、あと、これは処理するときにこうい

った袋というのが生分解性をもってなるのか、

それか破いてから彦谷のほうに収めるのかと

いう点、この点をちょっと聞かせていただき

たいなと思います。 

○議長（井上勝彦君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）ないようですので、こ

れをもって質疑を終結いたします。  これに関係してですけど、袋に関しては今

も住民からいろいろ苦言を呈されることが多

いので、ちょっと一言だけ言わせていただき

ますけれども、可燃ごみの赤、ボランティア

で今配られたりしている部分で、それをボラ

ンティアの日が終わってから出されるという

ことが多くなっているようです。こういう点

もちょっと改善を、できればボランティアの

シールを張るとか、少しでも気がついていた

だけるような工夫もしていただきたいなと思

うんですけれども、その点、一応要望的に言

わせていただきますが、前半の三つだけ、お

 ただ今議題となっております議案第43号に

ついては、文教厚生委員会に付託いたします。 

                     

 日程第17 議案第44号 橋本市廃棄物の減

量化、資源化及び適正処理等に

関する条例の一部を改正する

条例について 

○議長（井上勝彦君）日程第17 議案第44号

橋本市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理

等に関する条例の一部を改正する条例につい

て を議題といたします。 
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答えいただけますか。                      

○議長（井上勝彦君）市民部長。  日程第18 議案第45号 橋本市農地農業用

施設及び林道災害復旧事業分

担金徴収に関する条例の一部

を改正する条例について 

○市民部長（井浦健之君）まず１点目の価格

でございますけども、今議員がおっしゃられ

たとおり、大きさが半分になりますので、そ

の半分の15円という形で考えております。そ

れとあわせて、以前から申し上げております

けども、いわゆる確実にごみになるものと、

そしてリサイクルができるものとの差別化を

図っておるといったことも考えた中で、価格

設定をさせていただいたということでござい

ます。 

○議長（井上勝彦君）日程第18 議案第45号

橋本市農地農業用施設及び林道災害復旧事業

分担金徴収に関する条例の一部を改正する条

例について を議題といたします。 

 これより質疑を行います。質疑ありません

か。 

 ２番 阪本君。 

 ２点目の枚数ですけども、これも市民の方

から、10枚使うのに相当月かかるといったご

要望もいただいております。そんな中で、今

回、５枚入りに改正をしたいというふうに考

えております。 

○２番（阪本久代君）県の補助率が45％に変

わったことによって、改正前では整合性がな

いので変えるという説明だったと思うんです。

ということは、今まででしたら補助率が50％

のものを超えるものだったのが、県が45％に

なったということは、この分担金が結局増え

るということになると思うんですけれども、

今まででいえば50％でよかったのが、55％地

元が分担しないといけないということで、増

えた５％について、分担金としてではなくて、

市が出すということにはできないんでしょう

か。 

 それと、袋の材質でございますけども、今

現在、低密度生分解プラスチックといった材

質を使っております。これは土にかえるとい

うことで、一定の年数が来れば溶けていくわ

けですけども、今回、よく破れるとかいった

苦情なり要望が市のほうへ寄せられておりま

す。したがいまして、やはり長いこと置いて

おきますと、分解性のものでございますので

破れやすくなるといったデメリットもあると

いうことで、今回、低密度のポリエチエレン

ということで材質を変えていきたいと。そし

て厚みも少し厚みを増やしまして、破れにく

いといった形のものに変えていきたいという

ことで、ご提案をさせていただいております。 

○議長（井上勝彦君）経済部長。 

○経済部長（岡松克行君）ただ今のご質問に

お答えをさせていただきたいと思います。 

 今までの災害に適用する通常の補助率は

50％でございます。その中で、先ほど議員お

っしゃられたような形の中で、県独自の災害

復旧事業ということで補助率が45％になり、

50％を切っております。その負担でございま

すけど、今言われたような形の55％になると

思います。それの中で、今言うた市の５％補

助はどうかという話でございますけども、基

本的に農地、田畑につきましては個人の財産

である中で、個人に事業のあとの分について

は負担をしていただくという形が基本になっ

 以上でございます。 

○議長（井上勝彦君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）ないようですので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

 ただ今議題となっております議案第44号に

ついては、総務委員会に付託いたします。 
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ておりますので、ご理解をよろしくお願いし

たいと思います。 

○議長（井上勝彦君）ほかにありませんか。 

 ７番 松浦君。 

○７番（松浦健次君）具体的事例でちょっと

説明していただけますか。 

○議長（井上勝彦君）経済部長。 

○経済部長（岡松克行君）具体的には、今回

６件の申請が該当するものがあろうと思いま

す。これにつきましては、件数的に６件です

けども、金額的なものは小規模な金額、工事

費として40万円未満前後ぐらいの中で工事、

大きな工事にかからん分について、県のほう

でそれを拾っていこうという形の中で、今回、

県独自で災害の復旧の事業ということで、補

助金の45％の補助事業ということになってお

りますので、ご理解よろしくお願いします。 

○議長（井上勝彦君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）ないようですので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

 ただ今議題となっております議案第45号に

ついては、経済建設委員会に付託いたします。 

                     

 日程第19 議案第46号 橋本市消防団員等

公務災害補償条例の一部を改

正する条例について 

○議長（井上勝彦君）日程第19 議案第46号

橋本市消防団員等公務災害補償条例の一部を

改正する条例について を議題といたします。 

 これより質疑を行います。質疑ありません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております議案第46号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）ご異議なしと認めます。 

 よって委員会の付託を省略することに決し

ました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより、議案第46号 橋本市消防団員等

公務災害補償条例の一部を改正する条例につ

いて を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

                     

 日程第20 議案第47号 橋本市火災予防条

例の一部を改正する条例につ

いて 

○議長（井上勝彦君）日程第20 議案第47号

橋本市火災予防条例の一部を改正する条例に

ついて を議題といたします。 

 これより質疑を行います。質疑ありません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております議案第47号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（井上勝彦君）ご異議なしと認めます。  これより討論に入ります。 

 よって委員会の付託を省略することに決し

ました。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 これより討論に入ります。 ○議長（井上勝彦君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。  討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  これより、議案第48号 橋本市企業立地促

進条例の一部を改正する条例について を採

決いたします。 

○議長（井上勝彦君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより、議案第47号 橋本市火災予防条

例の一部を改正する条例について を採決い

たします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

○議長（井上勝彦君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）ご異議なしと認めます。   

 よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

 

                     

 日程第21 議案第48号 橋本市企業立地促

進条例の一部を改正する条例

について 

○議長（井上勝彦君）日程第21 議案第48号

橋本市企業立地促進条例の一部を改正する条

例について を議題といたします。 

 これより質疑を行います。質疑ありません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております議案第48号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）ご異議なしと認めます。 

 よって委員会の付託を省略することに決し

ました。 
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